
告 示 第 １５５３ 号 

令和６年１２月２７日 

 

鹿児島市長 下 鶴 隆 央   

 

 

令和７・８年度鹿児島市建設工事等に係る競争入札参加資格及び競争入札参加資格審査

申請書の受付について（公示） 

 

令和７・８年度において鹿児島市が発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に付帯する

測量、調査及び設計の業務の契約に係る競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者

（以下「競争入札参加者」という。）に必要な資格について、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、次のとお

り定めたので、同令第１６７条の５第２項及び第１６７条の１１第３項の規定により公示しま

す。 

なお、当該競争入札に参加しようとする者は、令和７・８年度鹿児島市建設工事等に係る競

争入札参加申請書（以下「申請書」という。）を下記の要領で提出してください。 

 

 

記 

 

１ 競争入札参加者に必要な資格及び審査 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

 (2) 鹿児島市契約規則（昭和６０年規則第２５号）第２条第１項の規定に該当する者でない

こと。 

 (3) 建設業にあっては、次のいずれにも該当する者であること。 

ア 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登載を希望する建設工事について、 

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条の規定による許可 

を有する者であること。 

イ 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登載を希望する建設工事について、 

法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（審査基準日が競争入札参加資格審査 

の申請をする日の１年７か月前の日以降のものであること。）を受け、法第２７条の 

２９第１項に規定する総合評定値の通知を受けている者であること。 

ウ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第３項に規定する適用事業所の事業主 

にあっては、同法第４８条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行ってい 



る者であること。 

エ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第６条第１項に規定する適用事業所の 

事業主にあっては、同法第２７条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行 

っている者であること。 

オ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業を行う事 

業主にあっては、同法第７条の規定による被保険者となったことの届出を行っている者 

であること。 

  (4) 測量業にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項に規定する測

量業者としての登録を受けていること。 

    (5) 建築設計業にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項に規定

する建築士事務所としての登録を受けていること。ただし、同法第３条第１項及び第３条

の２第１項に規定されている建築物以外の建築物の設計又は工事監理については、この限

りでない。 

(6) 不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号

）第２２条に規定する不動産鑑定業者としての登録を受けていること。 

    (7) 競争入札に参加しようとする者の工事施工能力の審査は、工事の種類ごとに次に掲げる

事項について行うものとし、格付については、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、

管工事、舗装工事及び造園工事についてその審査結果を総合的に勘案し、必要な等級に区

分するものとする。 

  ア 法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値の点数 

  イ 工事成績 

  ウ 市工事施工高 

  エ 登録年数 

  オ 減点要素 

  カ その他の加算要素 

 

２ 申請書の受付要領 

 (1) 申請書の受付期間等 

  ア 受付期間 

    令和７年１月２８日（火）から同年３月３日（月）まで（当日消印有効。持参の場合

は、土曜日、日曜日及び休日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

  イ 申請書の提出方法 

    郵送又は持参 

 (2) 申請書類 

  ア 一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（様式あり） 



  イ 業者登録票（様式あり） 

  ウ 添付書類（別表に記載のとおり） 

   申請書類の様式は、鹿児島市ホームページ（https://www.city.kagoshima.lg.jp/）に

おいて入手することができる。 

 (3) 申請書の受付場所及び問い合わせ先 

   〒８９２－８６７７ 

鹿児島市山下町１１番１号 

   鹿児島市企画財政局財政部契約課工事契約係（本館３階） 

   電話 ０９９－２１６－１１６３ 

   ファックス ０９９－２１６－１１６４ 

 

３ その他 

 (1) 名簿登載 

   競争入札に参加する資格があると認めた者については、鹿児島市建設工事等競争入札参

加有資格業者名簿に登載する。 

 (2) 名簿の有効期間 

   作成された名簿の有効期間は、令和９年３月３１日までとする。ただし、令和９年度以

降の申請書を提出している場合に限り、市長が新たに令和９年度以降の鹿児島市建設工事

等競争入札参加有資格業者名簿を確定するまでの間は、その効力を有するものとする。



別表 

 添付書類 備考 

建

設

工

事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 営業所一覧表（様式２） ・県外業者は本市様式に限らず、国土

交通省様式による提出も可 

２ 技術職員名簿（建設業法施行規則別

記様式第２５号の１４別紙２） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

※ 健康保険・厚生年金保険資格取

得確認及び標準報酬決定通知書

等の写しの添付に当たっては、

被保険者整理番号・基礎年金番

号等が写らないようにするこ

と。 

・経営事項審査受審時に提出したもの

と同じ名簿（写し） 

・受審後に技術職員の増員があった場

合は、名簿に氏名、生年月日、年齢、

業種コード及び有資格区分コードを加

筆し、当該職員と雇用関係にあること

を確認できる書類（健康保険・厚生年

金保険資格取得確認及び標準報酬決定

通知書等）及び資格を証するものの写

しを添付すること。また退職等による

減の場合は、線を引き、見え消しする

こと。 

・当該名簿にない資格で、２１の技術

職員名簿（様式４）に記載した資格に

ついては、この名簿の後ろに資格者証

の写し等確認できるものを添付するこ

と。 

３ 建設業許可通知書等 ・申請時点で有効な建設業許可通知書

の写し又は建設業許可証明書の写しを

提出すること。ただし、申請日時点に

おいて許可更新申請中の場合は、許可

申請書の写し（許可行政庁の受付印の

あるもの）又は許可行政庁の発行する

証明書（写し可）を提出すること。 

 ４ 経営規模等評価申請書・総合評定値

請求書（建設業法施行規則別記様式

第２５号の１４）〔副本〕の写し 

・２０の「経営規模等評価結果通知書

・総合評定値通知書」に対応するもの

（審査基準日が同じものか確認するこ

と。） 

・結果通知書ではなく、総合評定値請 



求書の申請書副本（許可行政庁の受付

印があるもの）であることに留意する

こと。 

 ５ 工事種類別完成工事高表（建設業法

施行規則別記様式第２５号の 

１４別紙１） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・２０の「経営規模等評価結果通知書

・総合評定値通知書」に対応するもの

（審査対象事業年度が同じであること

を確認すること。） 

６ 工事経歴書（直前２年分） 

（建設業法施行規則別記様式第２号

） 

・２０の「経営規模等評価結果通知書

・総合評定値通知書」に対応するもの

（審査基準日が同じであることを確認

すること。） 

・業者登録票（県内業者用）の３－２

（５）に記入した工事（請負代金額の

最高及び次位）について、該当箇所に

付せんを貼ること（県外業者は付せん

不要）。 

７ その他の審査項目（社会性等） 

（建設業法施行規則別記様式第 

２５号の１４別紙３） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・２０の「経営規模等評価結果通知書

・総合評定値通知書」に対応するもの

（審査基準日が同じであることを確認

すること。） 

８ 納税証明書 ・令和６年１２月１日以降発行の証明

書（写し可）を提出すること。 

 法人 市町村税 ・鹿児島市発行の「市税の滞納がない

ことの証明書」を提出すること。 

 消費税及び地

方消費税 

・所轄税務署発行の「納税証明書その

３の３」（その３でも可。消費税及び

地方消費税の未納がないことが確認で

きるもの）を提出すること。 

・電子納税証明書も可とするが、電子

データ（ＰＤＦ形式）を紙に印刷して

提出すること。 

 個人 市町村税 ・鹿児島市発行の「市税の滞納がない



 ことの証明書」を提出すること。 

消費税及び地

方消費税 

 

・所轄税務署発行の「納税証明書その

３の２」（その３でも可。消費税及び

地方消費税の未納がないことが確認で

きるもの）を提出すること。 

・電子納税証明書も可とするが、電子

データ（ＰＤＦ形式）を紙に印刷して

提出すること。 

９ 印鑑証明書（原本） ・令和６年１２月１日以降発行の原本

を提出すること。写しは不可 

〔法人の場合〕法務局発行のもの 

〔個人の場合〕住民票のある市区町村

役場発行のもの 

１０ 使用印鑑届 ・入札、契約締結等に、９の印鑑証明

書（実印）以外の印を使用する場合に

提出すること。 

・県外業者で年間委任をしている場合

は、年間委任状（受任者職印の印影あ

り）の提出のみで足りる。ただし、受

任者が、年間委任状に押印した印鑑以

外の印を使用する場合は要提出 

１１ 

 

 

 

 

 

労災保険料納入証明書 ・令和６年１２月１日以降に労働局等

が発行した納入証明書（写し可）を提

出すること。ただし、県外業者につい

ては「労働保険概算・確定保険料申告

書」及び「納付書・領収書（第１期及

び第２期分）」の写しの提出でも可 

･２０の「経営規模等評価結果通知書

」において加入「有」又は「除外」に

なっている場合は提出不要 

･２０の「経営規模等評価結果通知書

」において加入「無」になっている場

合は雇用保険料納入証明書等の加入が

分かる書類を提出すること。 

 １２ 雇用保険料納入証明書 



 １３ 健康保険加入に関する証明書 

 

･２０の「経営規模等評価結果通知書

」において加入「有」又は「除外」に

なっている場合は提出不要 

１４ 厚生年金加入に関する証明書 ・２０の「経営規模等評価結果通知書

」において加入「無」になっている場

合は健康保険・厚生年金保険は領収済

通知書又は年金事務所への届出書等の

加入が分かる書類を提出すること。 

１５ 「建設業退職金共済事業」の加入・

履行証明書又は「中小企業退職金共

済」への加入証明書等 

・２０の「経営規模等評価結果通知書

」において「建設業退職金共済制度加

入の有無」及び「退職一時金制度若し

くは企業年金制度導入の有無」が「無

」になっている場合は、令和６年１２

月１日以降発行の「建設業退職金共済

事業」の加入・履行証明書又は「中小

企業退職金共済」への加入証明書等の 

  加入が分かる書類、又は退職一時金制

度又は企業年金制度を導入しているこ

とが確認できる書類（規約等）の写し

を提出すること。 

  ・「建設業退職金共済事業」に加入し

ているが、証紙の購入枚数不足等で証

明書が発行されない場合は理由書（任

意様式、参考あり）と共済契約者証の

写しを提出すること。 

  ・いずれにも加入、導入していない場

合は、その理由書（任意様式、参考あ 

   り）を提出すること。 

１６ 〔法人〕 

・商業・法人登記簿謄本（履歴事項

全部証明書） 

〔個人〕 

・身分証明書 

 

・令和６年１２月１日以降発行の証明

書 

〔法人〕法務局発行の履歴事項全部証

明書（写し可、両面印刷可） 

〔個人〕本籍地の市区町村役場発行の

身分証明書（写し可） 



１７ 工事用機械器具一覧表（様式３） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・所有する工事用の機械器具や車両等

（舗装用機械及び海上工事用船舶は除

く。）について記入し、提出するこ

と。   

１８ 本店の位置図及び社屋全景写真 

（様式４） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・写真は印画紙に限らず、デジタルカ

メラの画像を貼り付けたもので可 

１９ 誓約書 ・日付、申請者欄を記入すること。 

２０ 経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書（建設業法施行規則様式

第２５号の１５） 

・写し可。ただし、国土交通省各地方

整備局長又は都道府県知事の公印があ

る通知書の写しに限る。 

・右下余白に「業者コード」を記入す

ること。新規業者の場合は右上余白に

「新規」と記入すること。 

・審査基準日が当該入札参加資格審査

申請日の１年７か月前の日以降のもの

（令和７年２月に提出する場合は、基

準日が令和５年７月３１日以降のもの

が有効） 

２１ 

 

 

 

 

 

技術職員名簿（様式５） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

 

 

 

・２の技術職員名簿（経審用）の技術

者と同じ順番で記入し、経営事項審査

受審後に雇用した者については、まと

めて最後に記入すること。 

・業者登録票（県内業者用）の３－１

（２）の工種別技術者数と整合性を図

ること。 

・２の技術職員名簿（経審用）にない

資格を記入する場合は、資格者証（写

し）を２の技術職員名簿（経審用）の

後ろに綴じること。 

 ２２ 主観点数項目状況（様式６） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・様式の電子データ（Excelファイル

）に詳細な記入要領を掲載しているの

で、必ず熟読のうえ記入すること。 



・該当項目がない場合でも「該当なし

」と記入して提出すること。 

・市内業者は希望工種にかかわらず、

「項目６」は必ず記入して提出するこ

と。 

・証明等がない場合は加点対象となら

ないので注意すること。 

２３ 年間委任状 ・県内業者は年間委任不可 

・県外業者は任意様式の委任状（委任

者及び受任者の所在地、代表者職氏

名、印鑑の漏れがないか確認するこ

と。） 

２４ 営業所、業態に関する調書 

（様式７） 

※ 市内業者のみ要提出、市外業者

は提出不要 

・市内に本店がある業者は必ず提出す

ること。 

・設問２以降に該当しない場合でも、

設問１は必ず記入し、該当しない項目

には「なし」と記入して提出するこ

と。 

２５ 建築一式工事の施工実績等に関する

調書（様式８） 

※ 建築一式工事を希望する市内 

業者のみ要提出 

・令和６年度の建築工事の格付がＡ級

又はＢ級の業者のみ提出すること。 

 

２６ アスファルト舗装工事施工体制調査

票（様式９） 

※ 舗装工事を希望する市内業者 

のみ要提出 

・市内業者で舗装工事を希望し、表層

工を自社施工する場合のみ提出するこ

と。 

測

量

及

び

建

設

コ

ン

１ 営業所一覧表（様式２）  

２ 測量等実績調書（様式３） 

〔直前２年分〕 

・業者登録票の３－２（６）で記入し

た業務の該当箇所に付せんを貼ってい

るか確認すること（県外業者は付せん

不要）。 

３ 技術者経歴書（様式４）  

４ 登録証明書 ・業者登録票の３－１（１）に記入し

た事業の登録証明書を添付すること。 



サ

ル

タ

ン

ト

業

務

等 

・有効期限内（登録年月日から５年間

有効）であるか確認すること。 

・「登録通知書」「更新申請中の証明

」の写し可 

５ 財務諸表（直前１年の営業年度分） ・直近の決算分であるか確認すること

（任意様式）。 

・業者登録票の３－１（４）と合致し

ていることを確認すること。 

６ 納税証明書 ・令和６年１２月１日以降発行の証明

書（写し可）を提出すること。 

  法人 市町村税 ・鹿児島市発行の「市税の滞納がない

ことの証明書」を提出すること。 

消費税及び 

地方消費税 

・所轄税務署発行の「納税証明書その

３の３」（その３でも可。消費税及び

地方消費税の未納がないことが確認で

きるもの）を提出すること。 

・電子納税証明書も可とするが、電子

データ（ＰＤＦ形式）を紙に印刷して

提出すること。 

個人 市町村税 ・鹿児島市発行の「市税の滞納がない

ことの証明書」を提出すること。 

消費税及び 

地方消費税 

・所轄税務署発行の「納税証明書その

３の２」（その３でも可。消費税及び

地方消費税の未納がないことが確認で

きるもの）を提出すること。 

・電子納税証明書も可とするが、電子

データ（ＰＤＦ形式）を紙に印刷して

提出すること。 

７ 

 

印鑑証明書（原本） 

 

・令和６年１２月１日以降発行の原本

を提出すること。写し不可 

   〔法人の場合〕法務局発行のもの 

〔個人の場合〕住民票のある市区町村

役場発行のもの 

８ 使用印鑑届 ・入札、契約締結等に、７の印鑑証明



書（実印）以外の印を使用する場合に

提出すること。 

・県外業者で年間委任をしている場合

は、年間委任状（受任者職印の印影あ

り）の提出のみで足りる。ただし、受

任者が、年間委任状に押印した印鑑以

外の印を使用する場合は要提出 

９ 労災保険料納入証明書 

 

 

・令和６年１２月１日以降に労働局等

が発行した納入証明書（写し可）を提

出すること。ただし、県外業者につい

ては「労働保険概算・確定保険料申告

書」及び「納付書・領収書（第１期及

び第２期分）」の写しの提出でも可 

１０ 雇用保険料納入証明書 

１１ 〔法人〕 

・商業・法人登記簿謄本（履歴事項

全部証明書） 

〔個人〕 

・身分証明書 

・令和６年１２月１日以降発行の証明

書 

〔法人〕法務局発行の履歴事項全部証

明書（写し可、両面印刷可） 

〔個人〕本籍地の市区町村役場発行の

身分証明書（写し可） 

１２ 営業用機械器具一覧表（様式５） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・通常の事務等で使用するパソコン、

プリンター等は記載不要 

１３ 本店の位置図及び社屋全景写真（様

式６） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・写真は印画紙に限らず、デジタルカ

メラの画像を貼り付けたもので可 

１４ 誓約書 ・日付、申請者欄を記入すること。 

１５ 年間委任状 ・県内業者は年間委任不可 

   ・県外業者は任意様式の委任状（委任

者及び受任者の所在地、代表者職氏

名、印鑑の漏れがないか確認するこ

と。） 

１６ 既存建築物耐震診断受講者登録証等 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

・建築関係建設コンサルタントの、「

ＲＣ造耐震診断」希望者のみ提出する

こと。 



は提出不要 ・既存建築物耐震診断受講者登録証を

提出すること。 

・「鉄筋コンクリート造既存建築物耐

震診断講習会受講修了証（一般財団法

人 日本建築防災協会発行）」又は「

学校施設の耐震補強マニュアル講習会

受講修了証（一般社団法人 文教施設

協会発行）」でも可 

  

 

 

 

・右上余白に「業者コード」及び「業

者名」を記入すること。新規業者の場

合は「新規」及び「業者名」を記入す

ること。（複数ある場合は、左上をホ

チキス（ステープラ）留めし、業者名

等は１枚目のみ記入すること。 

１７ 建築仕上診断技術者登録証 ・「外壁調査」希望者のみ提出するこ

と。 

・右上余白に「業者コード」及び「業

者名」を記入すること。新規業者の場

合は「新規」及び「業者名」を記入す

ること。（複数ある場合は、左上をホ

チキス（ステープラ）留めし、業者名

等は１枚目のみ記入すること。 

１８ 土木コンサル用技術士等調書 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・「土木関係建設コンサルタント」希

望者のみ、本様式の別表１から別表３

までを提出すること（別表３は該当者

がいない場合も「該当無し」と記入

し、提出すること。）。 

・添付書類は、この調書の後ろに記入

した順番で並べ、左上をホチキス（ス 

  テープラ）等で留めて提出すること。 

１９ 建築関係建設コンサルタント（設備

）技術職員状況調べ 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

・「建築関係建設コンサルタント（設

備）」希望者のみ、本様式の別表４及

び別表５を提出すること。 

・添付書類は、この調書の後ろに記入

した順番で並べ、左上をホチキス（ス

テープラ）等で留めて提出すること。 

 ２０ 営業所、業態に関する調書（様式７ ・市内に本店がある業者は必ず提出す



） 

※ 県内業者のみ要提出、県外業者

は提出不要 

ること。 

・設問２以降に該当しない場合でも、

設問１は必ず記入し、該当しない項目

には「なし」と記入して提出すること。 

    


